
 

 

 

 

 

 

平成３０年７月１１日 

午 後 ４ 時 １ ５ 分 

第八管区海上保安本部 
  
大雨特別警報に伴う八本部の対応について 

（第５報） 
  

 

６日から７日にかけて京都府、兵庫県北部、鳥取県に発令された大雨

特別警報に伴う１１日の第八管区海上保安本部の対応については以下の

とおり。 

 

１ 対応状況（午後４時現在） 

  大雨特別警報に伴う第八管区海上保安本部対策本部設置継続中 

 

２ 被害状況等 

（１）沿岸被害状況等 

新たな被害の情報なし 

    

（２）海難等発生状況 

   本日、午前７時５９分島根県浜田港沖を航行中のケミカルタンカー 

から転覆した小型船を発見した旨の１１８番通報があり、巡視船及び

航空機にて確認したところ、７月７日島根県江津港（江の川）から無

人で流れ出た漂流船「ＭＡＮＢＯＵ‐Ⅱ」（全長５.２ｍ）と判明し、

島根県益田市高島の北方約３海里沖から浜田港まで巡視船にて曳航し

ました。 

 

３ １１日の対応勢力（７月６日～７月１１日の延べ数） 

巡視船艇等： １隻（延べ巡視船３隻、巡視艇６隻、その他４隻） 

航空機：   １機（延べ固定翼３機、回転翼３機） 

 

４ １１日の対応 

（１）対応：浜田海上保安部巡視船あさま 

午前８時２０分から午前１１時１３分の間、島根県益田市高島 

【問合せ先】 

 第八管区海上保安本部 

  総務部総務課 広報・地域連携室 

     大戸 田中 

  TEL:(0773)76-4100（内線2111・2117） 



 

 

沖の漂流船「ＭＡＮＢＯＵ‐Ⅱ」の曳航を実施 

 

（２）対応：美保航空基地ＭＨ９６１（回転翼機） 

午前８時４５分から午前０９時３８分までの間、島根県益田市高島 

沖の漂流船「ＭＡＮＢＯＵ‐Ⅱ」の捜索を実施 

   

５ 以後、新たな被害情報等がなければ本報をもって最終報とします。 


